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■平成15年2月15日「土壌汚染対策法」施行
土地の所有者に一定の契機で｢指定調査機関｣による｢土壌汚染状況調査｣が義務付け（法第３条、４条）

■平成15年1月1日「不動産鑑定評価基準」改正･施行

不動産の価格形成要因として"土壌汚染の有無及びその状態"を鑑定評価に含める

■平成15年4月30日「公共用地の取得における土壌汚染への対応に係る取扱指針」
　国土交通省： 公共用地取得に関連する損失補償についても土壌汚染の有無等を考慮

 ｢土壌汚染対策法｣に従った｢指定調査機関｣による｢任意調査｣の実施

任意調査の要件

土地の現況及び履歴の確認には、｢指定調査機関｣による｢任意調査｣が必要となります。

≪汚染可能性が高い用途≫

・ 水質汚濁防止法に規定する特定施設であり、特定有害物質を製造、使用、処理する工場
   又は事業場の敷地が該当。

・ 特定有害物質：「土壌汚染対策法」で定める２５物質が該当。

≪土地の履歴調査≫

・ 登 記 簿　：　土地の所有者、建物の所有者・用途から土地の利用履歴を推定
・ 住宅地図　：　現在及び過去の用途を確認

・ そ の 他　：　航空写真、過去の地形図、道路台帳、職業別電話帳等

環境省 指定調査機関（指定番号 環2003-1-657）

現況及び履歴の確認 任意調査実施者

現に「有害物質使用特定施設」が存在する土地

過去に「汚染可能性が高い用途」で使用された土地

過去の履歴が不明な土地
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背　景

　「土壌汚染対策法」により、土地の所有者に一定の契機で調査が義務付けられました。また、不動
産の価格形成要因として土壌汚染の有無及びその状態が盛り込まれた「不動産鑑定評価基準」により
今後の公共用地の取得においては、土壌汚染の状況を把握するための的確な調査や土壌汚染の状況を
踏まえた適正な損失補償を行うなど、土壌汚染への適切な対応が必要となり、国土交通省は「公共用
地の取得における土壌汚染への対応に係る取扱指針」を策定し、「土壌汚染対策法」に従った「指定
調査機関」による「任意調査」を行うことになりました。

公共用地の土壌汚染調査

～用地取得に関する任意調査～
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